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報道関係者 各位 
 

 

～令和６年「障害者雇用状況報告」の集計結果～ 
 

民間企業の雇用障害者数は 5,052.5 人（対前年比 8.1％増加） 

となり、過去最高を更新 

 
石川労働局（局長 八木 健一）は、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和６年「障害

者雇用状況報告」（令和６年６月１日現在）の石川県内の集計結果を取りまとめましたので、下記のと

おり公表します。  

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者

を雇うことを義務付けています。（民間企業の法定雇用率は２.５％）  

今回の集計結果は、同法に基づき、身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害

者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。 
 

＜集計結果の主なポイント＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜石川労働局・ハローワークの取組＞ 

石川労働局・ハローワークでは、 

① 法定雇用率未達成企業（特に初めて障害者を雇用する企業）を訪問し、トップに対する働きかけ

や障害者の雇い入れに向けた支援（課題の整理、雇用事例の提供、職務の切り出し、採用予定の職

務に適合すると思われる障害者の提案） 

② 障害者雇用に関する優良な中小事業主に係る認定制度（もにす認定）の推進による障害者雇用に

向けた機運醸成 

③ 障害者就職面接会や見学会など企業と障害者が直接対面する機会の提供 

④ 障害者雇用の理解を促すセミナーの開催 

⑤ 労働局・ハローワークが企業や関係団体を訪問し、更なる障害者雇用について周知啓発 

などに取り組むことにより、民間企業における法定雇用率の達成に向けて、障害者の雇用促進を引き続

き図ってまいります。 

石川労働局発表 

令和６年 12 月 20 日（金） 

Press Release 

  
≪民間企業≫ ＜法定雇用率 2.5％＞ 

・雇用障害者数 5,052.5 人、対前年差 377.0 人増（対前年比 8.1％増） 

・実雇用率 2.61％、対前年比 0.12 ポイント上昇 

・法定雇用率達成企業の割合 52.6％、対前年比 3.1 ポイント低下 

   法定雇用率未達成企業数 600 社、対前年比 15.4％増（80 社増） 
 

【照会先】 

職業安定部職業対策課 

課    長  武苗  薫 

課長補佐  増野 裕典 

地方障害者雇用担当官 水上 孝次 

電  話   076（265）4428 

（案） 
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（１）調査対象企業…総括表 1（P4）、詳細表の【第 1表】（P10） 

 
・2.5％の法定雇用率が適用される民間企業（常用雇用労働者数 40.0 人以上規模の企業）が対象と

なり、1,266 社で、前年より 93 社（7.9％）増加した。      
 

（２）雇用されている障害者の数、実雇用率…総括表１（P4）、P5 の 1､2 及び詳細表の【第 1表】・ 

【第 2 表】（P10）、【第 9表】（P15） 

・調査対象企業において雇用されている障害者の数は 5,052.5 人で、前年より 8.1％（377.0 人）

増加した。            
 

   ・実雇用率は 2.61％（前年は 2.49％）となり、全国平均（2.41％）を上回った。 

  

（３）法定雇用率未達成企業の状況…総括表１（P4）、P5 の 2 及び詳細表の【第 9 表】（P15）、 

【第 10 表】（P16） 
 

・法定雇用率達成企業の割合は 52.6％(前年は 55.7％)で、3.1 ポイント低下、全国平均（46.0％）

は上回った。また、未達成企業は 600 社と、前年比 15.4％（80 社）増加した。 
 
・法定雇用率未達成企業（600 社）のうち、不足数が 0.5 人又は 1 人である企業（1人不足企業）は

68.2％（409 社）となっている。 
 
・障害者を 1 人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）が、法定雇用率未達成企業に占める

割合は 58.7％（352 社）となっている。 

 

（４）企業規模別の状況…P6 の 3 及び詳細表の【第 3表】・【第 4 表】（P11） 
 

・雇用されている障害者の数は、100～300 人未満規模で最も多く 1,637.5 人で前年より 88.0 人、

5.7％増加した。 
 
・企業規模別の実雇用率では、40～43.5 人未満規模（5.85％）が最も高く、法定雇用率達成企業

の割合では、1,000 人以上規模（55.0％）が最も高くなっている。  

   また、300～500 人未満規模では、実雇用率（2.10％）及び法定雇用率達成企業の割合（35.6％）

が最も低くなっている。                           

   

（５）産業別の状況…P7 の 4 及び詳細表の【第 5 表】～【第 8 表】（P12～14） 
 

・雇用されている障害者の数は、「医療・福祉」で最も多く 1,514.5 人、次いで「製造業」1,303.5

人となっている。 
 
・産業別の実雇用率では、「医療・福祉」(5.04％)が最も高く、法定雇用率達成企業の割合でも、

「医療・福祉」（66.0％）が最も高くなっている。 

また、実雇用率が最も低いのが「建設業」（1.50％）、法定雇用率達成企業の割合が最も低いのは

「教育・学習支援業」（27.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

１．民間企業における雇用状況 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

（案） 
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（１）石川県・市町等の機関（法定雇用率 2.8％）…〔総括表 2（1）（P4）、詳細表の【第 14 表】・【第 15 表】（P18）〕 

石川県及び市町等の機関に在職している障害者の数は 520.5 人で、前年より 8.3％（40.0 人） 

増加した。実雇用率は 2.87％と、前年に比べ 0.20 ポイント上昇した。 

36 機関中 31 機関で法定雇用率を達成した。 

   

（２）石川県等の教育委員会（法定雇用率 2.7％）…〔総括表 2（2）（P4）、詳細表の【第 16 表】・【第 17 表】(P19)〕 

石川県等の教育委員会に在職している障害者の数は215.5人で前年より3.6％（7.5人）増加した。 

実雇用率は 2.78％と、前年に比べ 0.11 ポイント上昇した。 

 3 機関中 3 機関全てにおいて法定雇用率を達成した。 

 

 

                     …〔総括表 3(P4)、詳細表の【第 15 表】・【第 16 表】(P19)〕 

独立行政法人等（法定雇用率 2.8％）に雇用されている障害者の数は 95.5 人で、前年より 0.5％（0.5

人）増加した。実雇用率は 2.83％と、前年に比べ 0.05 ポイント上昇した。 

5 機関中 5 機関全てにおいて法定雇用率を達成した。 

〔総括表 3(P4)、詳細表の【第 18表】・【第 19表】(P20)〕 

 

２．地方公共団体における在職状況 

３．独立行政法人等における雇用状況    

（案） 
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総括表 

 

 令和６年６月１日現在における障害者の雇用状況  
 

１ 民間企業における雇用状況（法定雇用率 R6 は 2.5％ R5 は 2.3％）  （ ）内は前年の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる労働者数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成企業の数 

 / 企業数 

⑤達成 

  割合 
⑥不足数 

計 
193,331.5 人 

(  187,531.0 人  ) 

5,052.5 人  

(4,675.5 人) 

 2.61 % 

( 2.49 %) 

   666 

(  653 

/ 

/ 

 1,266 

1,173) 

 52.6% 

( 55.7%) 

 922.5人 

(743.5 人) 

 

２ 地方公共団体における在職状況 

(１) 石川県・市町等の機関(法定雇用率 R6 は 2.8％ R5 は 2.6％)    （ ）内は前年の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 
⑥不足数 

計 
18,122.5 人 

(   18,027.5 人   ) 

520.5 人 

( 480.5 人 ) 

2.87 % 

(2.67 %) 

    31 

(   31 

/ 

/ 

  36 

  35 ) 

 86.1% 

( 88.6%) 

 7.5 人  

(4.5 人) 

石川県 
知事部局 

    5,280.5 人 

(    5,241.5 人   ) 

   153.0 人 

(   145.0 人 ) 

2.90 % 

(2.77 %) 

    1 

(   1 

/ 

/ 

   1 

   1 ) 

100.0% 

(100.0%) 

  0.0人  

( 0.0 人) 

その他の 

石川県機関 
      430.0 人 

(      439.5 人   ) 

   15.0 人 

(    12.0 人 ) 

3.49 % 

(2.73 %) 

    1 

(   1 

/ 

/ 

   1 

   1 ) 

100.0% 

(100.0%) 

  0.0人  

( 0.0 人) 

市町の 

機関(*1) 

   12,412.0 人 

(   12,346.5 人   ) 

352.5 人  

(   323.5 人 ) 

2.84 % 

(2.62 %) 

    29 

(   29 

/ 

/ 

34   

  33 ) 

 85.3% 

( 87.9%) 

 7.5 人  

(4.5 人) 

(*1)市町の機関は下記（２）の市町教育委員会以外の市町教育委員会を含む。 

 

(２) 石川県等の教育委員会(法定雇用率 R6 は 2.7％ R5 は 2.5％)    （ ）内は前年の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 
⑥不足数 

計 
7,742.0 人 

(    7,789.0 人   ) 

  215.5 人 

(  208.0 人) 

2.78 % 

(2.67 %) 

    3 

(   3 

/ 

/ 

   3 

   3 ) 

 100.0% 

(100.0%) 

0.0 人 

(0.0 人) 

石川県 
教育委員会 

6,867.0 人 

(    6,920.0 人   ) 

  189.5 人 

(  184.0 人) 

2.76 % 

(2.66 %) 

    1  

(   1  

/ 

/ 

   1  

   1 ) 

100.0% 

(100.0%) 

0.0 人 

(0.0 人) 

市町 
教育委員会

(*2) 

875.0 人 

(     869.0 人    ) 

   26.0 人 

(   24.0 人) 

2.97 % 

(2.76 %) 

    2  

(   2 

/ 

/ 

   2  

   2 ) 

100.0% 

(100.0%) 

  0.0 人  

( 0.0 人) 

(*2)市町教育委員会のうち、中学校、高等学校及び中等学校に置かれる教諭、助教諭又は講師の任命権者であるもの。 

  

３ 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率 R6 は 2.8％ R5 は 2.6％) （ ）内は前年の数値 

 ①法定雇用障害者数の算定

の基礎となる労働者数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 
⑥不足数 

独立行政 

 法人等(*3) 

3,380.0 人 

( 3,420.0 人) 

    95.5 人 

(    95.0 人) 

2.83 % 

(2.78 %) 

    5 

(   5 

/ 

/ 

    5 

    5 ) 

100.0% 

(100.0%) 

0.0 人 

( 0.0 人) 

(*3)「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政法人等」とは、

同令別表第２の第９号及び第 10 号までの法人を指す。 

 

注１ １及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（対象障害者が

就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数で

ある。 

 ２ ２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職 

員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

 ３ 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害

者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者

並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、１人を 0.5 人に相当するものとして

0.5 カウントとしている。 

    ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。 

 



１．実雇用率と雇用されている障害者の数の推移（石川県内）

注１：雇用義務のある企業（平成２６年～平成２９年は５０人以上規模、平成３０年～令和２年は４５.５人以上規模、令和３年～令和５年は
　　　４３.５人以上規模企業、令和６年以降は４０.０人以上規模）についての集計である。

　　　（１）報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　　　（２）報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得したものであること

　
２．実雇用率・達成企業割合の推移

　⑤令和６年以降 ： 短時間労働者のうち週所定労働時間が１０時間以上２０時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害
　　 者については、１人を０.５人としてカウントしている。

　④令和５年以降 ： 精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

　③平成３０年以降 ： 精神障害者である短時間労働者のうち、次のいずれかに該当する者の数（１カウント）

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
　①平成１８年以降 ： 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

　②平成２３年以降 ： ①に加え、重度以外身体障害者又は重度以外知的障害者である短時間労働者（０.５カウント）

　　　　　　　          重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は０.５カウント）

民間企業における障害者雇用状況
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３．企業規模別障害者雇用状況（石川県内）

対象 達成企業 法定常用  うち 障害者数

企業数 の 割合 労働者数 障害者数 前年比

（社） （％） （Ｐ） （人） （人） （％） （％） （Ｐ）

40.0 ～43.5人未満 73 34 39 46.6 - 3,028.0 177.0 - 5.85 -

43.5 ～100人未満 676 364 312 53.8 △ 0.6 42,378.0 926.5 △ 6.2 2.19 △ 0.15

100 ～300人未満 386 211 175 54.7 △ 4.3 58,450.0 1,637.5 5.7 2.80 0.15

300 ～500人未満 73 26 47 35.6 △ 12.1 25,970.5 544.5 18.9 2.10 0.06

500 ～1,000人未満 38 20 18 52.6 △ 3.2 23,262.5 713.5 2.8 3.07 0.36

20 11 9 55.0 △ 5.0 40,242.5 1,053.5 6.8 2.62 0.08

1,266 666 600 52.6 △ 3.1 193,331.5 5,052.5 8.1 2.61 0.12

雇用率達成状況（社）
前年比 実雇用率 前年比

達成企業
未達成
企業

合　計

1,000人以上 

2.43 

2.80 

2.10 

3.07 

2.62 2.61 

1.96 

2.19 2.29 
2.48 

2.64 
2.41 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00
実雇用率（％）

実雇用率 石川

実雇用率 全国

53.1 
54.7 

35.6 

52.6 
55.0 

52.6 

44.3 

49.1 

41.1 
44.3 

54.7 

46.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
達成企業割合（％）

達成企業割合 石川

達成企業割合 全国

6



４．産業別障害者雇用状況（石川県内）

対象 達成企業 法定常用  うち 障害者数

企業数 の 割合 労働者数 障害者数 前年比

（社） （％） （Ｐ） （人） （人） （％） （％） （Ｐ）

建設業 74 30 44 40.5 △ 10.3 7,879.5 118.0 0.4 1.50 △ 0.15

製造業 369 196 173 53.1 △ 4.0 60,540.0 1,303.5 6.6 2.15 0.09

情報通信業 39 14 25 35.9 △ 7.7 5,673.0 101.5 12.8 1.79 0.14

運輸業、郵便業 84 48 36 57.1 △ 5.2 10,206.5 243.5 8.0 2.39 0.13

卸売業、小売業 200 86 114 43.0 1.1 35,542.5 788.0 10.9 2.22 0.19

宿泊業・飲食サービス業 50 31 19 62.0 2.0 8,513.5 171.5 8.2 2.01 △ 0.07

医療、福祉 206 136 70 66.0 △ 2.5 30,029.0 1,514.5 7.6 5.04 0.20

サービス業 103 64 39 62.1 2.5 14,860.0 390.0 15.4 2.62 0.31

上記以外 141 61 80 43.3 △ 6.7 20,087.5 422.0 4.1 2.10 0.02

合計 1,266 666 600 52.6 △ 3.1 193,331.5 5,052.5 8.1 2.61 0.12

雇用率達成状況（社）
前年比 実雇用率 前年比

達成企業
未達成
企業

1.50 

2.15 

1.79 

2.39 
2.22 

2.01 

5.04 

2.62 2.61 

2.13 

2.37 

1.98 

2.45 
2.28 2.32 

3.19 

2.39 2.41 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
実雇用率（％）

実雇用率 石川

実雇用率 全国

40.5 

53.1 

35.9 

57.1 

43.0 

62.0 

66.0 
62.1 

52.6 

47.5 
51.9 

26.8 

52.6 

36.7 

44.7 

58.3 

45.4 46.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
達成企業割合（％）

達成企業割合石川

達成企業割合 全国
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                   労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障

害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。 
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◎障害者雇用率達成指導の流れ 

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 
「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 
 
  

障害者雇用状況報告(毎年６月１日の状況) 
 

 
（障害者雇用促進法 第 43 条第 7 項） 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
障害者雇入れ計画作成命令(２年計画) 

 

 翌年１月を始期とする２年間の計画を 
 作成するよう、公共職業安定所長が 
 命令を発出  （同法第 46 条第 1 項） 

 
 

         

 
 

 

 
障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、 
 適正な実施を勧告(計画 1 年目の 12 月） 
        （同法第 46 条第 6 項） 

 
 

 
 

 
 
 

 
特 別 指 導 

 

 雇用状況の改善が特に遅れている企業

に対し、公表を前提とした特別指導を 
実施（計画期間終了後に９か月間） 

 
 

 
 

 
 
 

 
企 業 名 の 公 表 

 

 
（同法第 47 条） 
 

 
            ※ 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、 

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 
 

〔指導実績〕 
 ○令和５年度の実績 

   ＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出   0 社 
   ＊「障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」  0 社 
   ＊「特別指導」の実施           0 社 
  ○障害者雇入れ計画を実施中の企業  1 社（５年度） 

 ○企業名の公表           0 社 
 

 

 



１　民間企業における雇用状況（法定雇用率 R6は2.5％　R5は2.3％）

(１)　概況

①　概況　【第１表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

R５ 1,173 187,531.0 531.5 2.49 55.7 2.33 50.1

R６ 1,266 193,331.5 661.5 2.61 52.6 2.41 46.0

②　障害種別雇用状況　【第２表】 （人）

R５ 684 145 855 171 - 2,453.5 87 49 455 466 - 911.0 585 726 - 1,311.0

R６ 709 140 870 170 44 2,535.0 85 44 477 484 19 942.5 701 817 114 1,575.0

〔【第１表】の注〕

注１
ついて定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２ 法令上、　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、１人を２人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者」及びＥ欄の

ただし、Ｂ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、１人を１カウントとしている。

３ 　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、Ｅ欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。

４

〔【第２表】の注〕

注１ 　①欄の「障害者の数」とは②③④のｆ欄の計である。

２ 　②③ａ欄の重度障害者については法令上、１人を２人に相当するものとしており、ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントしている。

３ 　法令上、②③ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとしており、
②③④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。　ただし、②③ｂ欄及び④ｄ欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントとしている。

４ ②③のａｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のｂｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の
労働者である。

4,675.5

5,052.52,048

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間労働者

637

654

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障害
者及び精神障害者である
特定短時間労働者

-

177

e.重度知的障害
者である特定短
時間労働者

詳細表

B．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間労働者

④
実雇用率(%)
（F÷②×100）

⑤
法定雇用率達
成企業の割合
(%)

全国

実雇用率
(%)

法定雇用率
達成企業の

割合(%)

区分

①
　企業数

②
　法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
労働者数

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

③障害者数（人）

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
　害者

Ｆ．計
　(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+（Ｅ
×0.5）

e.精神障害者で
ある特定短時間
労働者

1,895

区分

②身体障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

③知的障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

a.重度身体
障害者

c.重度以外の
身体障害者

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e.重度身体障害
者である特定短
時間労働者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間
労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者」については、１人を０.５人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たり０.５カウントとしている。

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種に

920

1,001

　G欄の「うち新規雇用分」は、令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

5,052.5

771

794

4,675.5

①
　　 障害者の数

④精神障害者

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労働
者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

10



(２)　企業規模別の雇用状況

①　概況　【第３表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

R５ 1,173 187,531.0 531.5 2.49 55.7

R６ 1,266 193,331.5 661.5 2.61 52.6

40.0～43.5人未満 R６ 73 3,028.0 22.0 5.85 46.6

R５ 662 42,217.0 106.5 2.34 54.4

R６ 676 42,378.0 118.0 2.19 53.8

R５ 383 58,367.0 153.0 2.65 59.0

R６ 386 58,450.0 182.5 2.80 54.7

R５ 65 22,504.5 44.0 2.04 47.7

R６ 73 25,970.5 48.0 2.10 35.6

R５ 43 25,638.0 59.5 2.71 55.8

R６ 38 23,262.5 92.0 3.07 52.6

R５ 20 38,804.5 168.5 2.54 60.0

R６ 20 40,242.5 199.0 2.62 55.0

注　１（1）①の表【第１表】と同じ

②　障害種別雇用状況　【第４表】 （人）

R５ 684 145 855 171 - 2,453.5 87 49 455 466 - 911.0 585 726 - 1,311.0

R６ 709 140 870 170 44 2,535.0 85 44 477 484 19 942.5 701 817 114 1,575.0

40.0～43.5人未満 R６ 11 4 12 14 0 45.0 0 1 3 44 0 26.0 6 99 2 106.0

R５ 145 33 195 54 - 545.0 20 19 82 97 - 189.5 98 155 - 253.0

R６ 143 34 201 35 9 543.0 20 18 78 76 9 178.5 95 106 8 205.0

R５ 214 56 300 52 - 810.0 23 16 125 165 - 269.5 197 273 - 470.0

R６ 223 50 288 66 16 825.0 21 5 134 154 2 259.0 221 324 17 553.5

R５ 86 10 96 10 - 283.0 6 5 51 8 - 72.0 80 23 - 103.0

R６ 94 11 111 12 4 318.0 9 3 59 16 0 88.0 103 28 15 138.5

R５ 90 20 118 20 - 328.0 26 3 115 92 - 216.0 82 68 - 150.0

R６ 93 15 111 15 9 324.0 25 12 112 100 0 224.0 96 66 7 165.5

R５ 149 26 146 35 - 487.5 12 6 82 104 - 164.0 128 207 - 335.0

R６ 145 26 147 28 6 480.0 10 5 91 94 8 167.0 180 194 65 406.5

注　１（1）②の表【第2表】と同じ

165 207 375 151 - 987.5
43.5～100人未満

926.5

139

122

-

79

986.5

1,053.5

217

220

18

28

112

115

163 158

300～500人未満
92

2 177.0

544.5

694.0

713.5

④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労働
者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

e.精神障害者で
ある特定短時間

労働者

374 111 26 926.5

-

35

-

19

-

16

1,549.5

1,637.5

458.0

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

B．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間労働者

区分

①
　企業数

②
　法定雇用障
害者数の算定
の基礎となる
労働者数

③障害者数（人） ④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×100）

⑤
法定雇用率達
成企業の割合
(%)

11 104 21 58

規模計
771 920

794 1,001

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間労働者

637

654

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障
害者及び精神障害者である
特定短時間労働者

-

177

4,675.5

5,052.5

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
　害者

1,895

2,048

Ｆ．計
(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+（Ｅ×
0.5）

38

103 42

227

273

100～300人未満
237 345

244 379 643

622

1,000人以上
161 239

155 225

356

418

500～1000人未満
116 91

118 93

315

319

1,000人以上
986.5

1,053.5

100～300人未満
1,549.5

1,637.5

300～500人未満
458.0

544.5

500～1000人未満
694.0

713.5

987.5
43.5～100人未満

規模計
4,675.5

5,052.5

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

区分

①
　　　　障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者

177.0

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e.重度身体障害
者である特定短

時間労働者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

e.重度知的障害
者である特定短

時間労働者

1
1



(３)　産業別の雇用状況

①　概況　【第５表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

R５ 1,173 187,531.0 637 - 531.5 2.49 55.7

R６ 1,266 193,331.5 654 177 661.5 2.61 52.6

R５ 59 7,104.0 1 - 22.0 1.65 50.8

R６ 74 7,879.5 0 0 8.0 1.50 40.5

R５ 340 59,213.0 23 - 77.5 2.06 57.1

R６ 369 60,540.0 28 11 98.0 2.15 53.1

R５ 39 5,466.0 0 - 8.0 1.65 43.6

R６ 39 5,673.0 0 1 14.0 1.79 35.9

R５ 77 9,956.0 11 - 20.5 2.26 62.3

R６ 84 10,206.5 12 7 28.0 2.39 57.1

R５ 191 34,954.0 135 - 111.0 2.03 41.9

R６ 200 35,542.5 128 92 172.5 2.22 43.0

R５ 28 6,138.0 9 - 9.5 2.01 42.9

R６ 31 6,198.5 7 1 10.0 2.11 32.3

R５ 23 2,131.5 0 - 3.0 1.78 43.5

R６ 27 2,348.5 3 0 6.0 1.64 40.7

R５ 45 7,609.5 29 - 38.5 2.08 60.0

R６ 50 8,513.5 22 9 30.5 2.01 62.0

R５ 32 3,114.5 7 - 2.0 2.10 62.5

R６ 31 3,123.0 6 6 9.0 2.18 58.1

R５ 19 4,098.5 4 - 7.0 1.76 26.3

R６ 22 4,238.0 3 2 6.5 1.73 27.3

R５ 197 29,084.0 375 - 185.5 4.84 68.5

R６ 206 30,029.0 410 25 223.5 5.04 66.0

R５ 19 3,662.0 7 - 6.0 2.64 63.2

R６ 24 3,819.0 9 1 1.0 2.64 45.8

R５ 99 14,663.0 36 - 38.0 2.31 59.6

R６ 103 14,860.0 26 22 54.5 2.62 62.1

R５ 5 337.0 0 - 3.0 2.97 80.0

R６ 6 360.5 0 0 0.0 2.77 83.3

注　１（1）①の表【第１表】と同じ

その他
01～05
33～36

2 0 6

2 0 6

10.0

10.0

サービス業
88～96

55 34 176

64 33 205

338.0

390.0

複合サービス業
86・87

22 4 45

18 15 45

96.5

101.0

医療,福祉
83～85

155 522 388

135 622 405

1,407.5

1,514.5

教育・学習支援業
81・82

13 13 31

13 11 34

72.0

73.5

生活関連サービス・
娯楽業
78～80

9 9 35

11 8 32

65.5

68.0

宿泊業・飲料
サービス業

75～77

21 39 63

17 34 88

158.5

171.5

学術研究・専門・
技術サービス業

71～74

10 2 16

9 3 16

38.0

38.5

金融・不動産業
62～70

31 6 51

29 7 62

123.5

131.0

卸売・小売業
50～61

96 214 237

110 201 257

710.5

788.0

運輸業・郵便業
42～49

38 27 117

45 23 121

225.5

243.5

情報通信業
37～41

23 4 40

27 5 42

90.0

101.5

製造業
09～32

269 40 633

286 35 677

1,222.5

1,303.5

建設業
06～08

27 6 57

28 4 58

117.5

118.0

産業計
771 920 1,895

794 1,001 2,048 5,052.5

4,675.5

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

B．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間労働者

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
　害者

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間労働者

区分

①
　企業数

②
　法定雇用
障害者数の
算定の基礎
となる労働
者数

③障害者数（人） ④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×
100）

⑤
法定雇用率
達成企業の
割合(%)

Ｆ．計
(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+
（Ｅ×0.5）

Ｅ.
重度身体障害者、重度知
的障害者及び精神障害者
である
特定短時間労働者

1
2



②　障害種別雇用状況　【第６表】 （人）

Ｒ５ 684 145 855 171 - 2,453.5 87 49 455 466 - 911.0 585 726 - 1,311.0

Ｒ６ 709 140 870 170 44 2,535.0 85 44 477 484 19 942.5 701 817 114 1,575.0

Ｒ５ 26 1 38 1 - 91.5 1 1 5 0 - 8.0 14 4 - 18.0

Ｒ６ 26 0 39 0 0 91.0 2 0 5 0 0 9.0 14 4 0 18.0

Ｒ５ 243 14 266 11 - 771.5 26 3 196 12 - 257.0 171 23 - 194.0

Ｒ６ 259 18 272 13 1 815.0 27 3 194 15 3 260.0 211 14 7 228.5

Ｒ５ 23 1 16 0 - 63.0 0 0 4 0 - 4.0 20 3 - 23.0

Ｒ６ 27 1 17 0 0 72.0 0 0 5 0 0 5.0 20 4 1 24.5

Ｒ５ 34 8 63 5 - 141.5 4 6 24 6 - 41.0 30 13 - 43.0

Ｒ６ 42 7 68 4 2 162.0 3 5 22 8 0 37.0 31 11 5 44.5

Ｒ５ 88 21 125 31 - 337.5 8 4 42 104 - 114.0 70 189 - 259.0

Ｒ６ 103 18 121 29 14 366.5 7 4 49 99 7 120.0 87 179 71 301.5

Ｒ５ 29 1 33 6 - 95.0 2 0 4 3 - 9.5 14 5 - 19.0

Ｒ６ 27 1 36 6 0 94.0 2 0 5 1 1 10.0 21 6 0 27.0

Ｒ５ 10 1 13 0 - 34.0 0 0 0 0 - 0.0 3 1 - 4.0

Ｒ６ 9 1 12 3 0 32.5 0 0 0 0 0 0.0 4 2 0 6.0

Ｒ５ 16 12 32 11 - 81.5 5 5 17 18 - 41.0 14 22 - 36.0

Ｒ６ 12 10 29 9 4 69.5 5 1 22 13 2 40.5 37 23 3 61.5

Ｒ５ 9 2 20 5 - 42.5 0 1 9 2 - 11.0 6 6 - 12.0

Ｒ６ 11 2 17 5 2 44.5 0 1 9 1 0 10.5 6 5 4 13.0

Ｒ５ 13 4 21 4 - 53.0 0 0 2 0 - 2.0 8 9 - 17.0

Ｒ６ 13 3 22 3 1 53.0 0 0 2 0 0 2.0 10 8 1 18.5

Ｒ５ 131 64 124 68 - 484.0 24 20 105 307 - 326.5 159 438 - 597.0

Ｒ６ 113 64 122 75 7 453.0 22 14 112 335 1 338.0 171 544 17 723.5

Ｒ５ 13 2 24 5 - 54.5 9 1 8 2 - 28.0 13 1 - 14.0

Ｒ６ 9 3 24 8 0 49.0 9 10 9 1 0 37.5 12 2 1 14.5

Ｒ５ 47 14 75 24 - 195.0 8 8 38 12 - 68.0 63 12 - 75.0

Ｒ６ 56 12 86 15 13 224.0 8 6 42 11 5 72.0 77 15 4 94.0

Ｒ５ 2 0 5 0 - 9.0 0 0 1 0 - 1.0 0 0 - 0.0

Ｒ６ 2 0 5 0 0 9.0 0 0 1 0 0 1.0 0 0 0 0.0

注　１（1）②の表【第２表】と同じ

複合サービス業
86・87

96.5

101.0

サービス業
88～96

338.0

390.0

その他
01～05
33～36

10.0

10.0

教育・学習支援業
81・82

72.0

73.5

医療,福祉
83～85

1,407.5

1,514.5

宿泊業・飲料
サービス業

75～77

158.5

171.5

生活関連サービス・
娯楽業
78～80

65.5

68.0

金融・不動産業
62～70

123.5

131.0

学術研究・専門・
技術サービス業

71～74

38.0

38.5

運輸業・郵便業
42～49

225.5

243.5

卸売・小売業
50～61

710.5

788.0

製造業
09～32

1,222.5

1,303.5

情報通信業
37～41

90.0

101.5

建設業
06～08

117.5

118.0

産業計
4,675.5

5,052.5

区分

①
　　　　障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者 ④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e

×0.5)

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e

×0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労

働者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

e.精神障害者で
ある特定短時

間労働者

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時

間労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者であ
る短時間労働

者

e.重度知的障
害者である特
定短時間労働

者

e.重度身体障
害者である特
定短時間労働

者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時

間労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者であ
る短時間労働

者

13



③　主な製造業における雇用状況（概況）　【第７表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

Ｒ５ 340 59,213.0 77.5 2.06 57.1

Ｒ６ 369 60,540.0 98.0 2.15 53.1

Ｒ５ 46 6,107.0 20.5 2.37 65.2

Ｒ６ 54 6,636.0 7.0 2.52 64.8

Ｒ５ 46 4,920.0 8.0 1.97 60.9

Ｒ６ 49 4,917.5 14.5 2.14 61.2

Ｒ５ 44 4,607.5 7.0 1.62 59.1

Ｒ６ 49 4,875.0 8.0 1.69 53.1

Ｒ５ 29 6,670.0 7.0 2.32 55.2

Ｒ６ 29 5,543.5 7.0 2.44 44.8

注　１（1）①の表【第１表】と同じ

④　主な製造業における雇用状況（障害種別）　【第８表】 （人）

Ｒ５ 243 14 266 11 - 771.5 26 3 196 12 - 257.0 171 23 - 194.0

Ｒ６ 259 18 272 13 1 815.0 27 3 194 15 3 260.0 211 14 7 228.5

Ｒ５ 11 6 19 3 - 48.5 10 2 41 6 - 66.0 19 11 - 30.0

Ｒ６ 16 6 23 2 1 62.5 9 3 41 7 3 67.0 31 5 4 38.0

Ｒ５ 18 2 23 7 - 64.5 0 1 17 5 - 20.5 9 3 - 12.0

Ｒ６ 20 3 25 4 0 70.0 1 0 10 6 0 15.0 16 3 2 20.0

Ｒ５ 15 1 23 1 - 54.5 0 0 6 0 - 6.0 14 0 - 14.0

Ｒ６ 13 2 26 2 0 55.0 0 0 8 1 0 8.5 18 1 0 19.0

Ｒ５ 39 3 22 0 - 103.0 4 0 28 1 - 36.5 15 0 - 15.0

Ｒ６ 30 3 19 1 0 82.5 4 0 29 1 0 37.5 15 0 0 15.0

注　１（1）②の表【第２表】と同じ

電気機械器具
29

154.5

135.0

金属製品
24

74.5

82.5

食料品・たばこ
09・10

144.5

167.5

繊維
11

97.0

105.0

製造業計
1,222.5

1,303.5

9

区分

①
　　　　障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e

×0.5)

④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e

×0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労

働者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

e.精神障害者で
ある特定短時

間労働者

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e.重度身体障害
者である特定短

時間労働者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

3 0 135.063

43 3

34

電気機械器具
29

金属製品
24

15 1

13 3 52

区分

①
　企業数

②
　法定雇用
障害者数の
算定の基礎
となる労働者
数

35
製造業計

269 40

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
　害者

③障害者数（人）

633

677

49

51

79

繊維
11

18 6

21 6

食料品・たばこ
09・10

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

B．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間労働者

④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×100）

⑤
法定雇用率
達成企業の
割合(%)

286

21 19

25 14

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障
害者及び精神障害者である
特定短時間労働者

-

11

-

8

-

2

43

-

74.5

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間労働者

9

9

12

10

82.5

154.5

3

95

65

2

-

0

1

1

e.重度知的障害
者である特定短

時間労働者

23

28

Ｆ．計
　(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+
（Ｅ×0.5）

1,222.5

1,303.5

144.5

167.5

97.0

105.0

14



（各年６月１日現在）

法定雇用率

対前年増減
（人）

対前年増減
（P）

達成企業の割合
（％）

対前年増減
（P）

昭和　５２　年 1,018 ― 1.35 ― 398 244 154 61.3 ― 1.5% ◇雇用率の改定経過

昭和　５３　年 1,042 24 1.42 0.07 381 222 159 58.3 △ 3.0 S51年10月1日 1.5%

昭和　５４　年 1,053 11 1.40 △ 0.02 388 226 162 58.2 △ 0.1 S63年4月1日 1.6%

昭和　５５　年 1,136 83 1.44 0.04 420 249 171 59.3 1.1 H10年7月1日 1.8%

昭和　５６　年 1,235 99 1.54 0.10 418 260 158 62.2 2.9 H25年4月1日 2.0%

昭和　５７　年 1,294 59 1.59 0.05 416 270 146 64.9 2.7 H30年4月1日 2.2%

昭和　５８　年 1,299 5 1.59 0.00 417 272 145 65.2 0.3 R３年3月1日 2.3%

昭和　５９　年 1,295 △ 4 1.54 △ 0.05 426 267 159 62.7 △ 2.5 R６年4月1日 2.5%

昭和　６０　年 1,331 36 1.53 △ 0.01 452 282 170 62.4 △ 0.3

昭和　６１　年 1,236 △ 95 1.41 △ 0.12 450 262 188 58.2 △ 4.2 注１　障害者数とは、次に掲げる者の合計である。

昭和　６２　年 1,200 △ 36 1.32 △ 0.09 471 276 195 58.6 0.4

昭和　６３　年 1,471 271 1.52 0.20 537 311 226 57.9 △ 0.7 1.6% 　　　～昭和62年　 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

平成　元　年 1,560 89 1.54 0.02 562 319 243 56.8 △ 1.1

平成　２　年 1,677 117 1.57 0.03 586 344 242 58.7 1.9 　　　昭和63年～平成4年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

平成　３　年 1,718 41 1.56 △ 0.01 582 330 252 56.7 △ 2.0 知的障害者

平成　４　年 1,890 172 1.60 0.04 651 387 264 59.4 2.7

平成　５　年 1,970 80 1.67 0.07 651 393 258 60.4 1.0 　　　平成5年～平成17年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

平成　６　年 1,983 13 1.67 0.00 653 379 274 58.0 △ 2.4 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

平成　７　年 1,966 △ 17 1.67 0.00 638 366 272 57.4 △ 0.6 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

平成　８　年 2,002 36 1.68 0.01 659 375 284 56.9 △ 0.5

平成　９　年 2,019 17 1.70 0.02 661 382 279 57.8 0.9 　　　平成18年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

平成　１０　年 2,024 5 1.70 0.00 648 375 273 57.9 0.1 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

平成　１１　年 2,005 △ 19 1.66 △ 0.04 710 365 345 51.4 △ 6.5 1.8% 精神障害者、

平成　１２　年 1,968 △ 37 1.67 0.01 692 382 310 55.2 3.8 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者

平成　１３　年 2,022 54 1.67 0.00 709 381 328 53.7 △ 1.5 （精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

平成　１４　年 1,985 △ 37 1.67 0.00 693 373 320 53.8 0.1

平成　１５　年 1,982 △ 3 1.66 △ 0.01 698 359 339 51.4 △ 2.4 　　　平成23年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

平成　１６　年 2,091 109 1.64 △ 0.02 719 380 339 52.9 1.5 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

平成　１７　年 2,103 12 1.61 △ 0.03 723 382 341 52.8 △ 0.1 精神障害者、

平成　１８　年 2,128.5 25.5 1.53 △ 0.08 776 371 405 47.8 △ 5.0 重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外身体障害者及び重度以外知的障害者並びに

平成　１９　年 2,149.5 21.0 1.57 0.04 768 370 398 48.2 0.4 精神障害者である短時間労働者（重度以外身体障害者及び重度以外知的障害者並びに

平成　２０　年 2,281.5 132.0 1.62 0.05 789 408 381 51.7 3.5 精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）※

平成　２１　年 2,258.0 △ 23.5 1.60 △ 0.02 783 397 386 50.7 △ 1.0 ※　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者に

平成　２２　年 2,230.5 △ 27.5 1.62 0.02 772 416 356 53.9 3.2 　　ついてのみ、１人分とカウントしていた。

平成　２３　年 2,291.5 61.0 1.56 △ 0.06 796 417 379 52.4 △ 1.5 　　①報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

平成　２４　年 2,330.5 39.0 1.57 0.01 812 427 385 52.6 0.2 　　②報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を

平成　２５　年 2,641.5 311.0 1.69 0.12 912 441 471 48.4 △ 4.2 2.0% 　　　取得した者であること

平成　２６　年 2,905.5 264.0 1.82 0.13 927 480 447 51.8 3.4

平成　２７　年 3,039.5 134.0 1.86 0.04 932 506 426 54.3 2.5 　　令和５年以降は、精神障害者である短時間労働者については、1人分とカウントしている。

平成　２８　年 3,141.5 102.0 1.88 0.02 951 537 414 56.5 2.2

平成　２９　年 3,437.0 295.5 1.98 0.10 992 562 430 56.7 0.2 　　　令和６年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

平成　３０　年 3,940.0 503.0 2.18 0.20 1091 609 482 55.8 △ 0.9 2.2% 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

令和　元　年 4,223.5 283.5 2.28 0.10 1113 631 482 56.7 0.9 精神障害者、

　　　　２　年 4,398.5 175.0 2.35 0.07 1101 621 480 56.4 △ 0.3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、

　　　　３　年 4,584.0 185.5 2.45 0.10 1147 613 534 53.4 △ 3.0 2.3% 重度以外身体障害者及び重度以外知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

　　　　４　年 4,447.0 △ 137.0 2.37 △ 0.08 1160 631 529 54.4 1.0 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

　　　　５　年 4,675.5 228.5 2.49 0.12 1173 653 520 55.7 1.3

　　　　６　年 5,052.5 377.0 2.61 0.12 1266 666 600 52.6 △ 3.1 2.5%

法定
雇用率

（４）民間企業における雇用状況の推移　【第９表】

年 障害者数
（人）

実雇用率
（％）

対象
企業数

（社）

達成
企業数

（社）

未達成
企業数

（社）

1
5



０.５人
又は
１人

１.５人
又は
２人

２.５人
又は
３人

３.５人
又は
４人

４.５人以上
９人以下

９.５人以上

369 99 29 12 11  - 309
(71.0) (19.0) (5.6) (2.3) (2.1)  - (59.4)

409 114 43 19 12 3 352
(68.2) (19.0) (7.2) (3.2) (2.0) (0.5) (58.7)

39  -  -  -  -  - 37
(100.0)  -  -  -  -  - (94.9)

283 19  -  -  -  - 272
(93.7) (6.3)  -  -  -  - (90.1)

286 26  -  -  -  - 278
(91.7) (8.3)  -  -  -  - (89.1)

72 69 13 3  -  - 37
(45.9) (43.9) (8.3) (1.9)  -  - (23.6)

69 73 28 4 1  - 37
(39.4) (41.7) (16.0) (2.3) (0.6)  - (21.1)

10 7 10 4 3 -
(29.4) (20.6) (29.4) (11.8) (8.8)  -

13 8 11 9 6  -
(27.7) (17.0) (23.4) (19.1) (12.8)  -

3 2 4 5 5  -
(15.8) (10.5) (21.1) (26.3) (26.3)  -

0 5 4 4 5  -
(0.0) (27.8) (22.2) (22.2) (27.8)  -

1 2 2 0 3  -
(12.5) (25.0) (25.0) (0.0) (37.5)  -

2 2 0 2 0 3
(22.2) (22.2) (0.0) (22.2) (0.0) (33.3)

注１　上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

注２　②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

規模計

Ｒ５ 520

Ｒ６ 600

（５）障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数　【第１０表】

区分
①法定雇用率
　未達成企業の数

②不足数
③障害者の数が
　０人である企業数

４０.０～４３.５人未満 Ｒ６ 39

４３.５～１００人未満

Ｒ５ 302

Ｒ６ 312

１００～３００人未満

Ｒ５ 157

Ｒ６ 175

 -

Ｒ６ 47  -

５００～１０００人未満

Ｒ５ 19  -

Ｒ６ 18

３００～５００人未満

Ｒ５ 34

 -

１０００人以上

Ｒ５ 8  -

Ｒ６ 9  -

1
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(６) 身体障害者の部位別雇用状況

①　概況　【第１１表】 ③　産業別の雇用状況　【第１３表】

視覚障害者
聴覚又は

平衡機能障害者
音声・言語・

そしゃく機能障害者
肢体不自由者 内部障害者 身体障害者計 視覚障害者

聴覚又は
平衡機能障害者

音声・言語・
そしゃく機能障害者

肢体不自由者 内部障害者 身体障害者計

R５ 102 205 24 828 696 1,855 R５ 102 205 24 828 696 1,855

R６ 100 212 28 827 766 1,933 R６ 100 212 28 827 766 1,933

R５ 4 4 1 28 29 66

②　企業規模別の雇用状況　【第１２表】 R６ 4 3 3 30 25 65

R５ 12 106 8 230 178 534

視覚障害者
聴覚又は

平衡機能障害者
音声・言語・

そしゃく機能障害者
肢体不自由者 内部障害者 身体障害者計 R６ 20 106 9 221 207 563

R５ 102 205 24 828 696 1,855 R５ 2 3 0 14 21 40

R６ 100 212 28 827 766 1,933 R６ 3 3 0 14 25 45

40.0～43.5人未満 R６ 1 3 0 19 18 41 R５ 4 4 0 55 47 110

R５ 38 32 5 179 173 427 R６ 6 3 0 60 54 123

R６ 27 36 6 171 182 422 R５ 15 18 2 110 120 265

R５ 26 78 10 260 248 622 R６ 17 15 2 109 142 285

R６ 25 81 9 266 262 643 R５ 2 3 0 40 24 69

R５ 5 21 3 94 79 202 R６ 2 8 0 38 22 70

R６ 14 17 4 104 93 232 R５ 1 2 0 8 13 24

R５ 15 31 1 117 84 248 R６ 1 2 0 8 14 25

R６ 13 33 3 104 90 243 R５ 4 12 1 31 23 71

R５ 18 43 5 178 112 356 R６ 3 12 1 27 21 64

R６ 20 42 6 163 121 352 R５ 1 3 0 19 13 36

R６ 3 3 0 16 15 37

R５ 0 0 1 18 23 42

R６ 0 0 1 19 22 42

R５ 52 38 4 179 114 387

R６ 35 38 6 185 117 381

R５ 0 1 3 21 19 44

R６ 0 1 3 24 16 44

R５ 5 10 4 72 69 160

R６ 6 17 3 73 83 182

R５ 0 1 0 3 3 7

R６ 0 1 0 3 3 7

医療,福祉
83～85

複合サービス業
86・87

サービス業
88～96

その他
01～05
33～36

産業計

運輸業・郵便業
42～49

卸売・小売業
50～61

金融・不動産業
62～70

学術研究・専門・
技術サービス業

71～74

宿泊業・飲料
サービス業

75～77

生活関連サービス・
娯楽業
78～80

教育・学習支援業
81・82

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

建設業
06～08

製造業
09～32

情報通信業
37～41

区分

民間企業

区分

区分
障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

計

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

43.5～100人未満

100～300人未満

300～500人未満

500～1000人未満

1,000人以上
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　（１）石川県・市町等の機関（法定雇用率　R6は2.8％　R5は2.6％の機関）
①　概況　【第１４表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

Ｒ５ 35 18,027.5 50.5 2.67 88.6

Ｒ６ 36 18,122.5 56.5 2.87 86.1

②　障害種別在職状況　【第１５表】
（人）

Ｒ５ 117 3 112 9 - 353.5 0 0 11 0 - 11.0 110 6 - 116.0

Ｒ６ 126 4 119 7 1 379.0 0 0 13 0 0 13.0 122 6 1 128.5

〔【第１４表】の注〕

注１

２ 法令上、　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、１人を２人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である

ただし、Ｂ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員」については、１人を１カウントとしている。

３ 　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員、Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員、Ｅ欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の職員である。

４

〔【第１５表】の注〕

注１ 　①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。

２ 　②③のａ欄の重度障害者については法令上、１人を２人に相当するものとしており、f欄の計を算出するに当たりダブルカウントしている。

３ 　法令上、②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、
１人を0.5人に相当するものとしており、②③④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。
ただし、②③b欄及び④ｄ欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については1人を１カウントとしている。

４

２　地方公共団体における在職状況

区分

①
　機関数

②
　法定雇用
障害者数の
算定の基礎
となる職員
数

③障害者数(人） ④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×100）

⑤
法定雇用率達
成機関の割合
(%)

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

Ｂ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間勤務職員

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間勤務職員

117 9

126 10

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
  害者

233

254

9

7

Ｆ．計
　(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+（Ｅ
×0.5）

480.5

520.5

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障害
者及び精神障害者である
特定短時間勤務職員

-

区分

①
　　  障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者 ④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

e.精神障害者で
ある特定短時間
労働者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

e.重度知的障害
者である特定短

時間労働者

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

　②③のａｃ欄及び④ｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員、②③のｂｄ欄及び④ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員、②③④のe欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の
職員である。

　G欄の「うち新規雇用分」は、令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

2

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労働
者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

e.重度身体障害
者である特定短

時間労働者

480.5

520.5

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

短時間勤務職員」及びＥ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員」については、１人を０.５人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たり０.５カウントとしている。

1
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　（２）石川県等の教育委員会（法定雇用率　R6は2.7％　R5は2.5％の機関）
①　概況　【第１６表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

Ｒ５ 3 7,789.0 34.0 2.67 100.0

Ｒ６ 3 7,742.0 21.0 2.78 100.0

②　障害種別在職状況　【第１７表】
（人）

Ｒ５ 38 0 59 2 - 136.0 0 0 7 0 - 7.0 64 1 - 65.0

Ｒ６ 42 0 57 2 1 142.5 0 0 7 0 0 7.0 63 3 0 66.0

〔【第１６表】の注〕

注１

２ 法令上、　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、１人を２人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である

ただし、Ｂ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員」については、１人を１カウントとしている。

３ 　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員、Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員、Ｅ欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の職員である。

４

〔【第１７表】の注〕

注１ 　①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。

２ 　②③のａ欄の重度障害者については法令上、１人を２人に相当するものとしており、f欄の計を算出するに当たりダブルカウントしている。

３ 　法令上、②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、
１人を0.5人に相当するものとしており、②③④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。
ただし、②③b欄及び④ｄ欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については1人を１カウントとしている。

４

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者で
ある短時間労働

者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

208.0

215.5

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

短時間勤務職員」及びＥ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員」については、１人を０.５人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たり０.５カウントとしている。

　G欄の「うち新規雇用分」は、令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

e.重度知的障害
者である特定短

時間労働者

　②③のａｃ欄及び④ｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員、②③のｂｄ欄及び④ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員、②③④のe欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の

区分

①
　　  障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者 ④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

e.精神障害者で
ある特定短時間
労働者

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e.重度身体障害
者である特定短

時間労働者

区分

①
　機関数

②
　法定雇用
障害者数の
算定の基礎
となる職員
数

③障害者数(人） ④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×100）

⑤
法定雇用率達
成機関の割合
(%)

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

Ｂ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間勤務職員

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
  害者

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間勤務職員

職員である。

2

2

Ｆ．計
　(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+（Ｅ
×0.5）

208.0

215.5

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障害
者及び精神障害者である
特定短時間勤務職員

-

142 3 127

38 1 130

1
9



３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率　R6は2.8％　R5は2.6％の機関）

①　概況【第１８表】

Ｇ．うち新規
　雇用分

Ｒ５ 5 3,420.0 15.0 2.78 100.0

Ｒ６ 5 3,380.0 9.5 2.83 100.0

②　障害種別在職状況　【第１９表】 （人）

Ｒ５ 10 2 13 0 - 35.0 19 0 8 0 - 46.0 10 4 - 14.0

Ｒ６ 10 1 14 1 0 35.5 18 1 9 0 0 46.0 13 1 0 14.0

〔【第１８表】の注〕

注１
ついて定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２ 法令上、　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、１人を２人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

ただし、Ｂ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、１人を１カウントとしている。

３ 　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、Ｅ欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。

４

〔【第１９表】の注〕

注１ 　①欄の「障害者の数」とは②③④ｆ欄の計である。

２ 　②③ａ欄の重度障害者については法令上、１人を２人に相当するものとしており、ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントしている。

３ 　法令上、②③ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとして
おり、②③④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。　ただし、②③ｂ欄及び④ｄ欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントとしている。

４ ②③のａｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のｂｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間
未満の労働者である。

0

1

95.0

95.5

Ｆ．計
　(Ａ×２)+Ｂ+Ｃ+（Ｄ×0.5）+（Ｅ×
0.5）

Ｅ.
重度身体障害者、重度知的障害
者及び精神障害者である
特定短時間労働者

-

0

区分

①
　機関数

②
　法定雇用
障害者数の
算定の基礎
となる労働
者数

③障害者数(人） ④
実雇用率(%)
（Ｆ÷②×100）

⑤
法定雇用率達
成機関の割合
(%)

Ａ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者

Ｂ．
　重度身体障害者及び
　重度知的障害者及び
　精神障害者である
　短時間労働者

Ｃ．
　重度以外の身体障害者、
　知的障害者及び精神障
  害者

Ｄ．
　重度以外の身体障害者
　及び知的障害者である
　短時間労働者

28 3 36

29 6 31

区分

①
　　  障害者の数

②身体障害者 ③知的障害者 ④精神障害者

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

95.5

e.精神障害者であ
る特定短時間労
働者

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種に

間労働者」及びＥ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者」については、１人を０.５人に相当するものとしており、Ｆ欄の計を算出するに当たり０.５カウントとしている。

　G欄の「うち新規雇用分」は、令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

ｆ．計
(a×2)+b+c+(d×0.5)+(e×

0.5)

c.精神障害者
d.精神障害者であ
る短時間労働者

ｆ．計
c+d+(e×0.5)

95.0

a.重度身体
障害者

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

c.重度以外の
身体障害者

d.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

e.重度知的障害
者である特定短

時間労働者

e.重度身体障害
者である特定短

時間労働者

a.重度知的
障害者

b.重度知的障害
者である短時間

労働者

c.重度以外の
知的障害者

d.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者
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４ 地方公共団体の各機関の状況

機　　関　　名
①法定雇用障害者数の
　 算定の基礎となる職員数（人）

②障害者の数
（人）

③実雇用率
（％）

④不足数
（人）

備考

1 石川県 5,280.5 153.0 2.90 0.0 注４

2 石川県警察本部 430.0 15.0 3.49 0.0

3 金沢市 2,421.5 71.0 2.93 0.0 注４

4 七尾市 795.5 23.0 2.89 0.0

5 小松市 912.0 25.0 2.74 0.0

6 輪島市 472.0 9.0 1.91 4.0

7 珠洲市 370.5 11.0 2.97 0.0 注４

8 加賀市 573.0 19.0 3.32 0.0

9 羽咋市 197.5 5.0 2.53 0.0

10 白山市 1,084.5 30.0 2.77 0.0 注４

11 かほく市 395.5 11.0 2.78 0.0

12 能美市 543.0 15.0 2.76 0.0

13 野々市市 323.0 12.0 3.72 0.0

14 川北町 82.5 2.0 2.42 0.0

15 津幡町 486.5 14.0 2.88 0.0 注４

16 内灘町 189.0 6.0 3.17 0.0

17 志賀町 332.0 9.0 2.71 0.0 注４

18 宝達志水町 196.5 5.0 2.54 0.0

19 中能登町 159.5 6.0 3.76 0.0

20 穴水町 240.0 5.0 2.08 1.0 注５

21 能登町 314.0 9.5 3.03 0.0

22 七尾市教育委員会 132.5 4.5 3.40 0.0

23 輪島市教育委員会 86.5 1.5 1.73 0.5 注５

24 加賀市教育委員会 175.5 4.0 2.28 0.0

25 羽咋市教育委員会 85.5 2.0 2.34 0.0

26 かほく市教育委員会 147.0 5.0 3.40 0.0

27 能美市教育委員会 219.0 5.0 2.28 1.0 注５

28 野々市市教育委員会 103.0 3.0 2.91 0.0

29 内灘町教育委員会 90.0 3.0 3.33 0.0

30 宝達志水町教育委員会 47.5 1.0 2.11 0.0

31 能登町教育委員会 98.5 2.0 2.03 0.0

32 金沢市企業局 154.5 5.0 3.24 0.0

33 白山野々市広域事務組合 37.0 0.0 0.00 1.0

34 白山石川医療企業団 427.5 14.0 3.27 0.0

35 羽咋郡市広域圏事務組合 182.5 6.0 3.29 0.0

36 加賀市医療センター 337.5 9.0 2.67 0.0

合　　　　計 18,122.5 520.5 2.87 7.5

注　１

2

3

4

5

注4の機関は、特例認定を受けている。特例認定とは、地方公共団体の機関（Ａ）及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関（Ｂ）の申請
に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

能美市教育委員会においては、８月１日現在において障害者の数５.０人、実雇用率２.５９％、不足数０人となっている。
穴水町においては、11月１日現在において障害者の数６.０人、実雇用率２.４７％、不足数０人となっている。
輪島市教育委員会においては、11月11日現在において障害者の数２.５人、実雇用率２.９８％、不足数０人となっている。

　　（1）石川県・市町等の機関における状況（法定雇用率2.8％の機関）【第20表】

令和6年6月1日現在

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重
度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとし
ている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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機　　関　　名
  ①法定雇用障害者数の
     算定の基礎となる職員数（人）

②障害者の数
（人）

③実雇用率
(%)

④不足数
（人）

備考

1 石川県教育委員会　 6,867.0 189.5 2.76 0.0

2 金沢市教育委員会　 613.5 17.5 2.85 0.0

3 小松市教育委員会　 261.5 8.5 3.25 0.0

合　　　　計 7,742.0 215.5 2.78 0.0

注　１

2

3

機　　関　　名
  ①法定雇用障害者数の
     算定の基礎となる労働者数（人）

②障害者の数
（人）

③実雇用率
(%)

④不足数
（人）

備考

1
国立大学法人
金沢大学

2,798.0 80.0 2.86 0.0

2
国立大学法人
北陸先端科学技術大学院大学

281.0 7.0 2.49 0.0

3 石川県公立大学法人　 146.0 5.5 3.77 0.0

4
公立大学法人
金沢美術工芸大学

65.0 1.0 1.54 0.0

5
公立大学法人
公立小松大学

90.0 2.0 2.22 0.0

合　　　　計 3,380.0 95.5 2.83 0.0

注　１

2

3

　（2）石川県等の教育委員会における状況（法定雇用率2.7％の機関）【第21表】

令和6年6月1日現在

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重
度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとし
ている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

５ 独立行政法人等における状況（法定雇用率2.8％の機関）【第22表】

令和6年6月1日現在

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者
が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害
者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。

④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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